
支出額
Ａ．自動車事故防止対策
■交通事故防止のための啓発・教育

①飲酒運転防止のための啓発事業支援【(NPO)ASK(アルコール薬物問題全国市民協会)】
・飲酒運転による事故は厳罰化などによって減少傾向にはあるが、未だ重大な事故が発生している。
・2014年6月にアルコール健康障害対策基本法が施行されたことも踏まえ、広く一般市民向けに公開スクーリングや啓発活動を行い、飲酒運転防止を呼
びかけていく。

②高齢運転者の運転時認知障害の早期発見事業【(一社)全日本指定自動車教習所協会連合会】
・道路交通法の改正（平成29年3月12日施行）および高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会議でとりまとめられた『高齢運転者交通事故防止対
策に関する提言』を受け、75歳以上の高齢運転者（後期対象者）に対する認知能力の低下の早期発見等が求められている。
・上記状況を踏まえ、指定自動車教習所において高齢者講習の受講者に対し、任意で所定の検査を受けさせ、認知能力の低下を早期発見して適切な措置
を講じることを促す。

③地域密着型交通安全教育の方策開発と普及活動支援【(NPO)安全と安心 心のまなびば】　＜新規事業＞
・地域に根差した交通安全活動を地方の小地域から全国に向けて発信するため、過去の助成事業で実践した経験と結果を活用し、町内会や学区、家庭等
の「小さな単位」における交通安全教室の定型化・マニュアル策定を実施する。
・本事業においては、少人数で実施する個への教育に着目し、地域における高齢者および子どもを主たる対象として、高齢運転者および家族へのアドバ
イスツールの活用や家庭でできる交通安全教育の展開を実践するとともに、モデル事業として全国への展開を目指す。

■交通事故防止機器の寄贈
④交通事故防止用機器の寄贈【警察庁(都道府県警察)】

・都道府県警察への交通事故防止用機器の寄贈を通じ、交通事故の防止・抑制を図る。
・寄贈機器は、常時録画式交差点カメラ、歩行者模擬体験教育装置および運転者擬似体験型集合教育装置とする。
・歩行者模擬体験教育装置は、高齢者などへの交通安全教育に有効である。また、「運転者擬似体験型集合教育装置」は、受講者個々の危険予測能力を
視覚的に表示し他者と比較を行うことにより、危険予測能力と交通安全意識の向上が期待される。

⑤自転車事故防止のための交通安全教育支援【(一財)全日本交通安全協会】
・警察統計によると、自転車事故の9割は対自動車・二輪車事故であり、自転車乗用中の事故による死傷者の6割以上がルール違反によるものである。
・都道府県交通安全協会に自転車シミュレータ（10台）を寄贈し、交通安全教室等で活用することにより、自転車利用者に対して、自転車の安全な利
用、ルール遵守等を徹底し、事故防止を図る。

12,020

56,479

2019年度 自賠責運用益拠出事業

事業内容【支出先】
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支出額事業内容【支出先】
■交通事故防止に関する研究

⑥高齢運転者の事故予防に向けた運転能力の適正評価と早期介入に関する研究【(一社)日本交通科学学会】
・高齢運転者による事故の特徴を医学的・工学的に解析し、事故と心身機能の関係を調査する。
・それを踏まえ、早期介入の重要性を啓発するとともに、医療現場で簡便に運転能力を見極める手法を考案することで、運転者への適切な指導を行える
ようにし、高齢運転者の事故防止に寄与する。

⑦高齢者事故の抜本解決に向けた自動運転コミュニティバスを活用した健康で安全な健康長寿社会システムの提案【山梨大学】
・高齢者事故の抜本的解決に向けた自動運転コミュニティバスシステムの検討・導入を実現する。
・自治体、自動車メーカー、医療・健康・社会システム等各分野の研究者が参画し、愛知県の自動運転特区の取組みと連携した実車による実証実験や、
高齢者の健康・QOLへの影響等に関する調査を実施し、高齢者の脳機能・身体機能を維持しながら生活の質を高められる自動運転コミュニティバスシス
テムの実現を追究する。

⑧歩行者･自転車事故の個別的事故分析に基づく自動運転の事故軽減効果計測手法等の研究開発【埼玉大学】
・将来的な自動運転の開発・普及により交通事故防止効果が期待される中で、歩行者事故や自転車事故については、その軽減効果が明確ではない。
・自動運転による歩行者事故・自転車事故防止効果の計測手法を開発するとともに、回避が難しい事故の防止・軽減に向けた道路協調型の対策手法を検
討する。また、自動運転への社会的受容性に関する現状を把握し、円滑な導入に向けた課題・対策を立案する。

⑨高齢者の脳を含む老化情報と交通事故との関係性に関する研究【高知工科大学】
・高知県の特定地域内における高齢者を対象に、脳MRIデータを含めた老化に関する生体情報と交通事故情報を収集してデータベースを作成し、脳を含
む老化情報と交通事故の関係性に関するコーホート研究を実施する。
・被験者からは、老化に関する生体情報（脳MRI検査・認知機能検査・身体能力検査情報等を含む）、運動・食事・睡眠等の生活習慣情報、ドライブレ
コーダによる運転情報情報、交通違反・交通事故・運転免許情報等様々なデータを収集し、老化現象と交通事故との関係性を解明して効果的な事故防止
対策手法の提言に繋げる。

⑩スマートフォンを利用した個人交通事故リスク算出と行動改善に関する研究【名古屋大学】　＜新規事業＞
・スマートフォンを利用してGPS情報による個人の移動履歴を収集し、警察庁等が整備している交通事故統計情報と組み合わせて分析することで、個人
の交通行動に基づく事故リスクに関する調査研究を実施する。
・各個人の交通行動に基づく交通特性や事故リスクを研究することで、普段の交通行動パターンに応じた交通安全意識の向上や安全確認行動の増進、ハ
イリスクな場所における交通回避を促進し、交通事故削減に繋げる。
・各個人の交通特性や事故リスクを可視化することで、事業所、学級、家族等でのリスクコミュニケーションへの活用や、特に歩行者・自転車等の交通
弱者に対する安全支援に資することも期待される。

⑪高齢者の運転再教育および運転リハビリテーションによる運転期間延伸手法の科学的検証と体系化に関する研究【佐賀大学】　＜新規事業＞
・米国運転リハビリテーション協会の教育システムを活用して、日本における運転リハビリテーション領域の確立と教育制度の体系化を実践する。
・日本版運転再教育プログラムを開発し、医療機関や自動車学校等との共同により同プログラムを実証して教育効果に係るデータの収集解析を行うこと
で、実効的な運転期間延伸手法を構築する。
・日本版運転再教育プログラムの実証により、高齢運転者の日常的運転行動記録を収集・解析することで、実効的な運転リハビリテーション・教育制度
の実現と高齢運転者による交通事故削減に寄与することが期待される。

⑫歩行者事故低減に向けた子どもに対する安全教育および周囲の監視に関する研究【(一財)日本自動車研究所】　＜新規事業＞
・対歩行中の事故の中で第一当事者となりやすい子どもの事故の防止・低減を目的として、効果的な安全教育および周囲の監視に関するアンケート調査
等を実施し、子どもの発達段階に応じた交通安全教育プログラムを作成する。
・子どもの監視（見守り役）を高齢者が遂行する事例を参考として高齢者の事故削減にも資する基礎データを収集し、地域住民全体の交通安全意識向上
につながる活動展開が期待される。

157,889

7,000

10,000

11,400

12,000

3,000

7,500

14,040
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支出額事業内容【支出先】
Ｂ．救急医療体制の整備
■救命救急医療機器・機材の寄贈

①救急医療機器購入費補助【日本赤十字社】
・医療収入以外の収入を主に寄付に依存する公的病院に対して交通外傷に有効な医療機器の購入費を補助することにより救急医療体制を整備し、救命率
の向上、医師・患者の負担軽減を図る。

②救急医療機器購入費補助【(社福)済生会】
・医療収入以外の収入を主に寄付に依存する公的病院に対して交通外傷に有効な医療機器の購入費を補助することにより救急医療体制を整備し、救命率
の向上、医師・患者の負担軽減を図る。

③救急医療機器購入費補助【(社福)北海道社会事業協会】
・医療収入以外の収入を主に寄付に依存する公的病院に対して交通外傷に有効な医療機器の購入費を補助することにより救急医療体制を整備し、救命率
の向上、医師・患者の負担軽減を図る。

④救命救急センターへの救急医療機器購入費補助【(一社)日本外傷学会】
・交通事故による重症患者が搬送される救急救命センターにおける救急医療機器の導入を支援し、救急医師の負担軽減、患者の病態改善に迅速に対応
し、防ぎえた死亡の減少を図る。
・日本外傷学会内に支援病院の選定委員会を組織し選定を行う。選定機器は救命率向上に有効な機器とする。

⑤高規格救急自動車の寄贈【消防庁】
・被害者救済に直結する高規格救急自動車の寄贈を通じ、救急医療体制の整備に資する。救急救命士による応急措置の高度化、救命率の向上が期待され
る。
・普及率は一定の水準に達したが、耐用期間満了による更新ニーズを勘案し、寄贈台数を5台とする。

■救急医師・救急看護師の育成
⑥救急外傷診療の研修会費用補助【(NPO)日本外傷診療研究機構】

・外傷診療を行う医療従事者を対象とする「救急外傷における適切な標準治療に関する研修会」開催費用を補助し、救急医療体制の整備を図る。防ぎえ
た死亡を減少させることが期待される。

⑦救急外傷看護の研修会費用補助【(一社)日本救急看護学会】
・外傷看護を行う看護師を対象とした「救急外傷患者看護に関する研修会」開催費用を補助し、救急医療体制の整備を図ることで、防ぎえた死亡を減少
させることが期待される。

■ドクターヘリ事業の推進
⑧ドクターヘリ講習会費用補助【日本航空医療学会】

・ドクターヘリ関係者（医師・看護師・運行者等）を対象とした「ドクターヘリ講習会」開催費用を補助し、救急医療体制の整備と被害者救済を図る。
救命率の向上、医療費の削減等が期待される。

⑨ヘリコプターを活用した救急医療システム構築のための事業補助【(NPO)救急ヘリ病院ネットワーク】
・救急ヘリコプターに関する広報誌「HEM－Netグラフ」の発刊・配布、ホームページを通じた広報・啓発活動を支援する。
・救急ヘリコプターによる医療効果は高いとされており、その重要性と必要性について、社会一般の認識・理解を一層高め、ドクターヘリの普及・円滑
な運行に寄与する。

538,286

50,000

120,000

15,800

143,732

179,754

7,000

3,500

8,500

10,000

(小　　計)

3/5



支出額事業内容【支出先】
Ｃ．自動車事故被害者対策
■交通事故相談等への支援

①交通事故無料相談事業支援【(公財)交通事故紛争処理センター】
・交通事故による当事者間の紛争の適切な処理に資するため、同センター嘱託弁護士による無料の法律相談、和解あっ旋等の事業を支援する。
・保険会社の利益に属さない自賠責運用益を活用することで、中立的な立場から事業を行い、迅速な紛争解決を図ることが期待される。

■交通遺児への支援
②損害賠償金による交通遺児育成基金事業支援【(公財)交通遺児等育成基金】

・交通遺児の賠償金を効率的・安定的に運用して、遺児育成のための資金を長期にわたり定期的に給付する制度を支援し、交通遺児の保護・救済に資す
る。

③交通遺児への奨学金支給補助【(公財)交通遺児育英会】
・交通遺児家庭、特に母子家庭の生活を支えるために、高校や大学等への進学のための奨学金貸与の要請は高まっている。一方、金融環境の悪化等によ
り本育英会の運営は不安定な状況にある。
・本育成会の交通遺児就学支援事業（奨学金貸与等）を支援することにより、交通遺児の教育の機会均等を図る。

■被害者・家族等の心のケア、講習会の支援
④遷延性意識障害者の家族の介護に関する講演会および勉強会開催費用補助【日本意識障害学会】

・遷延性意識障害（植物症）の患者を介護する家族への情報提供の場として、講演会・勉強会を開催し、全国における事例を紹介して、介護に関する
種々の情報を提供する。遷延性意識障害者とその家族が直面する課題等への支援が期待される。

⑤リハビリテーション講習会開催費用補助【リハビリテーション病院等】
・交通事故による脳外傷や脊椎損傷などで重度後遺障害を被った被害者やその家族に対する講習会費用を補助する。講習会（注）を通じて、適切な情報
提供、意見交換、交流が期待される。
（注）各都道府県のリハビリテーション病院を中心に、医師、医療・福祉関係者、家族、行政機関等で構成する講習会実行委員会を立ち上げ、企画・運
営する。

⑥脊髄損傷当事者によるピアサポート事業支援【(公社)全国脊髄損傷者連合会】
・ピアマネージャー（治療やリハビリを終えて社会復帰した先輩の脊髄損傷者）による脊髄損傷者のためのピアサポート活動（注）を支援する。脊髄損
傷者への情報提供、早期社会復帰が期待される。
（注）リハビリセンター・医療機関等に入院中の脊髄損傷者およびその家族を対象としたグループ相談会開催、ピアマネージャーの派遣、病院・自宅等
個別訪問、ロールモデル（社会復帰をとげた脊髄損傷者）の派遣及び講演会の実施、ピアマネージャーの現任研修会の実施等。

⑦被害者･その家族等の心のケア推進事業支援【(NPO)全国被害者支援ネットワーク】
・交通事故等の被害者支援活動を推進するための広報活動（「被害者支援ニュース」および「被害者の声」の発行）を支援する。
・広報活動を通じて被害者支援の理解を深めることで、交通事故被害者の支援活動の充実が期待される。

⑧交通事故被害者への情報提供･研修会開催費用補助【自動車事故被害者団体等】
・交通事故による被害者やその家族に対する情報提供を目的とした研修会・勉強会の開催費用を補助する。研修会・勉強会を通じて、交通事故被害者や
その家族に対する適切な情報提供、意見交換、交流が期待される。

⑨グリーフケア人材養成講座の運営支援･受講料補助【(学)上智学院】
・交通事故等により家族を失った遺族等の悲嘆に寄り添う人材を育成するため、上智大学グリーフケア人材養成講座の運営を支援する。
・また、交通事故遺族関係者が本講座を受講する場合、受講料の一定額を補助する。
・グリーフケア人材を養成することによって、交通事故被害者遺族等の「心のケア」の推進に資することが期待される。

⑩脊髄損傷の再生医療に関する勉強会開催費用補助【(NPO)日本せきずい基金】
・脊髄損傷治療における再生医療に関する勉強会の開催費用を補助する。
・従来、脊髄損傷の治療は不可能とされてきたが、ES細胞・iPS細胞の技術開発により、臨床試験が実施されている。同勉強会を通じ、脊髄損傷治癒の
展望や、早期リハビリテーションによる傷害重度化の予防などシスティマティックなケア・システムを確立するための当事者・家族の理解を深める情報
提供の場とする。
・将来的に急性期から慢性期まで一貫した医療とリハビリを提供する脊髄損傷センターの整備を目指す。

6,000

806,548

13,624

41,000

2,000

30,000

15,097

8,500

2,100

12,000
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支出額事業内容【支出先】
■研究支援

⑪
高次脳機能障害者家族による家族支援サポートシステム構築に向けたプログラム作りへの支援【聖隷三方原病院】

・高次脳機能障害者の家族が、支援者として当事者や他の家族支援が可能となるような研究・教育プログラムを構築する。
・本プログラムの作成、全国展開により、当事者や家族自身の支援のみならず、他の家族支援に発展させ、現場での支援者としての役割を果たすことで
高次脳機能障害者支援に関わる全ての職種の負担軽減につながり、結果として、高次脳機能障害者・家族への支援拡大が期待できる。

⑫高次脳機能障害者の社会復帰支援に関する研究事業【(一社)日本脳損傷者ケアリング・コミュニティ学会】
・高次脳機能障害を含む脳損傷の当事者は症状が複雑で心理的な落ち込みも深く、立ち直って社会参加するための支援体制が必要である。
・高次脳機能障害の当事者、医療福祉職、学者等の協同により、地域社会への参画を通じた社会復帰支援モデルを構築する。

⑬交通事故等の遺族による被害者等の生きた証を伝承する活動が心のケアに寄与する影響に関する調査【関西学院大学】　＜新規事業＞
・交通事故被害者支援の方策の一つとして、深い悲しみにある交通事故被害者の遺族が、その生きた証を伝承する活動の実態と社会に与える影響を明ら
かにする。
・近年、遺族支援を意味する「グリーフケア」が広まりつつあり、交通事故被害者の遺族がその生きた証を伝承する活動の普及・拡大を通じて、他の被
害者との交流や情報共有を図り、心のケアに寄与することが期待される。

954,825
Ｄ．後遺障害認定対策
■公募による研究助成

①自動車事故医療研究助成【公募】
・交通外傷に関する有益で有効な研究を支援することで、医療の進歩に資することが期待される。
・助成は、課題を定めずに募集する「一般」と時宜に適った課題を複数特定して募集する「特定課題」の2種類とする。
・助成テーマは、学識経験者で構成する選定委員会において決定する。

70,000
Ｅ．医療費支払適正化対策
■医療費支払適正化の取組み

①医療費支払適正化のための医療研修【(一社)日本損害保険協会】
・損保会社等の自動車損害調査担当者向けに交通事故医療に関する研修を行い、医療費支払いの適正化を図る。
・研修は、社員向けとして4コース（応用、研究、判例研究、特科A,B,Cコース）、弁護士向けとして1コース（弁護士メディカルコース）を設けて実施
する。

②自賠責保険診療報酬基準案普及促進費【(一社)日本損害保険協会】
・1984年12月の自賠責保険審議会答申の指摘に基づき、自賠責保険の支払保険金の適正化のため、「自賠責保険診療報酬基準案」を全国で普及させ、医
療費支払いの適正化を図る。
・各地区において普及率向上に向けた活動等を行う。

③民間医療機関の医師等への自賠責保険制度･運用等に関する研修【(公社)日本医師会】
・医師等に対し自賠責保険制度・運用等に関する研修を全国各地で実施し、医療費支払いの適正化を図る。
・2000年6月の自賠責保険審議会答申の指摘に基づき実施している。

133,173

1,854,173

12,000

19,300

合　　計

9,000

70,000

4,576

104,873

1,380

(小　　計)

(小　　計)

(小　　計)
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